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７月定例教育委員会次第 
                日  時 令和３年７月２８日（水）午前９時３０分か

ら 

                場  所 市役所 ８階 大ホール 

 

１ 開  会 
 

２ 前回会議録の承認 
 

３ 報告事項 

   第１号 教育長報告 

   第２号 各課からの報告 

       （１）学校教育課 

         （２）こども課 

       （３）幼児教育課 

       （４）生涯学習課 

         （５）公民館 

       （６）文化財課 

（７）スポーツ健康課 

   第３号 教育委員会共催後援 

        （１）生涯学習課 

        （２）スポーツ健康課 

 

４ 議 案 

今回はありません。 

 

５ 検討事項 

  今回はありません。 

 

６ その他 

（１）総合教育会議の開催について 

（２）保育園及び小学校の運動会について 

（３）令和２年度保育所運営状況について 

（４）子育て施設職員の新型コロナウイルスワクチン早期接種の実施について 

（５）通学路における緊急合同点検について 

（６）その他 

 

 次回定例教育委員会日程について 

         ８月２４日（火）午後１時３０分「701・702会議室」  

 （ 事務局会議  ８月１０日（火）午前９時００分「702会議室」） 

 

７ 閉会 



○教育長 

７月の定例会を始めます。 

前回６月の定例教育委員会会議録について承認としてよろしいでしょうか。 

 

○全委員 

 異議なし。 

 

○教育長 

報告事項に入ります。報告事項第１号をご覧ください。 

１日に玉川小学校のセカンドブック手渡し会がありました。委員の皆様ご出席ありがと

うございました。 

コロナ禍で大人や友達と交流するという課題はありましたが、感染症対策をした中で、

会を開催しました。一年生の教室でとても明るく開かれたクラスで有意義な交流ができま

した。子どもたちはとても元気でした。 

２日には文化財審議会と図書館協議会がありました。 

文化財審議会は、今年も新たに２名の方を委員に加えてスタートしました。茅野市の文

化財数は、県内でもかなりの数がある市です。文化財の保護と活用という点を今年大きく

進めていきたいと思います。 

５日は教育支援委員会がありました。 

６日は主幹指導主事学校訪問でした。委員の皆様ありがとうございました。 

それぞれの学校でICT関係の授業を見ていただいていて程度の差はありますが、様々な

工夫がなされていました。 

ある委員の方から、それぞれの先生のICT関係の授業における工夫の発表の場を設けた

らどうかというお話がありました。私が一番感激したのが、俳句をICTタブレットで作る

授業で、俳句は紙媒体で、何度も加筆修正を加えていくものだという認識だったので、

ICTとは結び付かないと考えていました。しかし、それを子どもたちがタブレット使って

いくなかで、スムーズに多くの言葉を知り、選択するという工夫がされていました。 

そのような形で様々なICTの活用法が生まれてくると思います。 

次回の総合教育会議で体験していただきますが、ぜひその点に注目していただきたいと

思います。今課題になっているのは、ICTをどうやって使うかという技術者ではなく、ど

うやって教えていくのかという指導者の育成です。ICT授業の活用が上手な先生は、ICTは

単なる鉛筆に替わる文具にすぎないと考える先生が多いそうです。その中で教員自身の力

量アップが大きな課題だと思います。 

12日には、永明クイーンズ全国大会出場報告会がありました。 

27日は、ネオウインドウズ全国大会出場報告会がありました。 

永明クイーンズは小学生、ネオウインドウズは永明クイーンズを卒業した中学生になり

ます。いずれも全国大会出場ですが、ネオウインドウズの場合は大阪、永明クイーンズは

宮崎で開催されます。コロナの関係で中止にならなければと思います。 

13日に芸術文化協会打ち合わせがありました。 

14日には、今年から諏訪中央病院の看護学校で学校評議評価委員会、コミュニティスク

ールの前進のようなものが始まり、委員として出席しました。看護学校でも、公立の学校

や保育園と悩みは同じだということを強く感じました。 

15日は、都市教育長会議がありました。 

16日は、主幹主事学校訪問がありました。 

20日の保育所運営審議会は後ほど説明があると思います。 

同じく20日に、ロングモント国際交流協会の加藤さんがご挨拶でお見えになりました。

ロングモントとの交流は新型コロナウイルス感染症の影響で２年間途絶えています。 

 



台湾交流の場合は学校間交流をしていて、いわゆるICTを使って姉妹学校と交流できま

すが、ロングモントの場合は学校間交流をしていないので、どのような交流していくのか

今後も検討していきます。 

25日に今年で３年目になるイングリッシュキャンプがありました。今年度も１日開催

で、午前の部、午後の部で51名の子どもたちが集まって半日英語で暮らしました。ALTの

先生方が積極的に参加してくださいました。 

同日、公民館で縄文アートなど幾つかの講座が重なりましたが無事開講できました。 

後程、公民館や総合博物館から説明があると思いますが、夏休み中に公民館、総合博物

館、図書館で子どもたちのための講座を20以上開講していただいています。 

それが多様な学びの前進的なものにしていくという観点からも、子どもたちの夏休み中

の講座を見ていこうと思います。 

28日に定例教育委員会、午後に人権推進委員会があります。 

29日～30日にヤングペアレントとの研修会を行います。 

以上です。 

 

 

○教育長 

報告事項２号「各課からの報告」後に質問・ご意見を頂きたいと思います。学校教育課

お願いします。 

 

○学校教育課長 

報告第２号、８月の行事予定になります。 

５日木曜日に総合教育会議があります。教育長からお話があり、その他１でもご説明さ

せていただきますが、事前の告知よりも若干時間が早くなっています。午後２時30分か

ら、長峰中学校のランチルームで開催します。 

６日金曜日に、市の平和祈念式典が午前８時から茅野市運動公園で行われます。教育委

員の出席をお願いします。 

同日、13時30分から市町村教育委員会と県教委との懇談会がWebで行われます。701会議

室で行いますので職務代理者の出席をお願いします。 

24日火曜日に定例教育委員会を午後１時30分から７階の701、702会議室で行います。 

30日月曜日に市町村教委連絡会を午前９時15分から諏訪教育会館で行います。職務代理

者の出席をお願します。以上です。 

 

○こども課長 

２ページをご覧ください。こども課です。 

通常行事の他に８月７日土曜日にチノチノのライブイベント、サマーチノック2021を市

民館のコンサートホールで開催します。 

諏訪圏域の感染警戒レベルが４以上になりましたら延期ということで、準備を進めてい

ます。 

12日の茅野市こども・家庭応援会議は、夜19時から開催します。教育長と浜委員ご出席

をお願いします。 

以上です。 

 

○幼児教育課長 

３ページをご覧ください。幼児教育課です。 

通常の園長会、調理員会、主任保育士会のほかに、障害児保育推進委員会を行います。 

また、発達障害児支援力アップ研修を計画しています。 

以上です。 



 

○生涯学習課長 

４ページをご覧ください。生涯学習課です。 

12日に社会教育委員の会議（臨時会）を開催します。 

24日に「はつらつ事業所認定証交付式」があります。 

25日には学校開放講座「クジラ座の変光星ミラを見よう」を北部中学校天体観測ドーム

で開催します。 

学校の先生を講師としてお招きします。 

５ページをご確認ください。家庭教育センターです。 

３日におはなし会「えほんとなかよし」を行います。 

５日に遊びの広場「夏祭り」、24日に子育ち支援講座「からだで遊ぼう」などの講座を

予定しています。 

６ページをご確認ください。図書館です。 

毎週土曜日の定例のおはなし会、その他に26日に図書館の怪談を図書館議会の閲覧室で

予定をしています。 

７ページをご覧ください。公民館です。 

２日、４日、５日と夏休みこども体験講座ということで「面白い昆虫の話」「楽しく書

こう読書感想文」「けん玉にチャレンジ」を夏休みの子ども体験教室として開催します。 

６日にロビー展「水彩Ｋ」、3日に肩掛け組紐・お守り作り講座が始まります。こちら

の講座は御柱祭を意識しての講座になります。 

23日～30日の日程で、ロビー展「趣墨会」が行われます。 

陶芸講座全４回の１回目が24日に始まります。同じく24日に茅野市芸術祭作品展示説明

会を開催します。 

その他高齢者大学の技能講座等が予定されていますが、今年度はコロナの影響で高齢者

大学を技能講座と、教養講座とで分けて開催しています。 

夏休み期間中で気温が上がるため教養講座は少しお休みし、技能講座に限って冷房の効

く涼しい部屋での活動をいくつか計画してあります。 

 以上です。 

 

 

 

○文化財課長 

８ページをご覧ください。尖石縄文考古館の８月行事予定です。４回シリーズで行う縄

文ゼミナールの第１回目を７日に開催します。２回目以降も順次開催していきます。 

茅野縄文遺産市民ガイドの養成講座第４回目を22日と25日の両日開催します。講師はそ

れぞれ文化財課の職員が務めます。 

９ページをご覧ください。八ヶ岳総合博物館、神長官守矢史料館です。教育長報告にも

ありましたが、７月に夏休み子ども教室を開催しました。７月28日の新聞報道にもありま

した通り定員を上回る申し込みがあり、急遽講座数を増やして開催しています。コロナ禍

ということもありまして、身近なところで子どもたちに何か体験をさせてあげたいという

思いがあると思います。 

８月は、夏休みミニワークショップということで、子どもに限らず大人も対象とした宇

宙をテーマにしたミニワークショップを開催していきます。「木製コースター」、「惑星

モビール」、「飛び出せはやぶさ君」といったようなワークショップを随時開催していき

ます。 

また７日から、神長官守矢史料館の企画展として、「諏訪上社の五官祝・中世編」を10

月10日まで開催しますので、よろしかったらご覧いただきたいと思います。 

以上です。 



○スポーツ健康課 

10ページをご覧ください。スポーツ健康課です。 

７月から開催中のひよこ教室が７、21、28日に開催します。 

小学生エンジョイスポーツ教室の５回～７回目が２、23、30日の予定で開催します。 

延期になっていました年長のトリム教室、年中のトリム教室を後半から開催します。 

新型コロナウイルス感染症の状況を注視し、開催について判断していきたいと思いま

す。 

 

○教育長 

それでは、報告第１号、２号について質問ご意見ありましたらお願いします。 

教育委員にご出席をお願いする会もありますがよろしくお願いします。 

報告第３号共催・後援関係お願いします。 

 

○生涯学習課長 

生涯学習課の後援共催関係です。６月の18日～７月の16日の受け付け分としまして、１

ページ～２ページの裏面まで合計14件の後援申請がありました。 

要領に基づき審査し承諾決定をしました。 

以上です。 

 

○スポーツ健康課 

３ページをご覧ください。スポーツ健康課の共済後援関係です。 

６月の21日から７月の20日の受け付け分として、９月の12日と20日開催のアイスホッケ

ー体験会と９月18日と19日開催の第49回長野県中学新人ソフトテニス大会南進地区予選会

の２件について承諾決定をしました。 

 以上です。 

 

○教育長 

ご意見・ご質問ありますか？ 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

本日、議案・検討事項はありません。 

その他１「総合教育会議の開催について」学校教育課長お願いします。 

○学校教育課長 

その他１の資料をご覧ください。 

報告事項でご説明しましたが、８月５日木曜日に今年度１回目の総合教育会議を開催し

ます。時間は午後２時30分から、会場は長峰中学校のランチルームで行います。 

会議の内容につきましては３点あります。 

１点目は「GIGAスクール構想による学校に導入した機器の活用状況について」。 

２点目は「今後のICT教育の課題と展望について」。 

３点目として、「通学路における緊急合同点検の実施について」です。 

前回の定例教育委員会の中で、コロナの関係のご意見をいただいていますが、通学路等

の緊急点検がここで始まりますので、優先して議題として入れさせていただいていまし

た。 

 

 



主幹指導主事訪問の関係でICTを活用した授業についてはご覧をいただいていると思い

ますが、この議題（1）番にて実際に出席する皆さんにタブレットを使って授業を体験し

ていただくことを考えていますのでよろしくお願します。 

以上です。 

 

○教育長 

質問・ご意見ありますか。 

 

○全委員 

なし。 

 

○教育長 

（1）の体験は、詳細は詰めていませんが、ドリル的な学習と同時に「ロイロノート」

を使った探求的な学習も体験していただこうと考えています。 

続いて、その他２「保育園および小学校の運動会について」学校教育課お願いします。 

 

○学校教育課長 

資料はありません。 

保育園、小学校の運動会については、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止

のため来賓をご招待しない形での開催を考えています。 

運動会の開催日については、担当課の方にお問い合わせいただければ見学に行く等はで

きるかと思います。 

以上です。 

 

○教育長 

 質問・ご意見ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

その他３「保育所運営状況について」お願いします。 

 

○幼児教育課長 

その他３の資料をご覧ください。 

令和２年度の保育園の運営状況についてです。 

先日、保育所の運営審議会を開催し、教育委員は委員として出席していただいています

ので若干省略しながら説明させていただきます。 

１ページの保育園の運営状況についてご覧ください。 

令和２年度の決算見込みでは、歳入において令和元年10月から幼児教育、保育の無償化

に伴い、保育料が減少し、国、県からの負担金が増加しました。 

また歳出においては大規模改修、それから病児・病後児施設の建設が完了し、みどりヶ

丘保育園の耐震改修工事のみを行ったため、事業費が減額となりました。 

内訳は下の表を見ていただきたいと思いますが、歳入は、合計21億841万9千円で、内訳

としては保育料が6.6％、国・県負担金が16.7％、その他の収入が1.3％、一番上の市負担

金が75.4％ということで、市が一番多く負担しているということがわかります。 

歳出ですが、人件費が一番大きく50.2％、管理費11.5％、委託料12.8％、事業費

13.1％、補助金等が12.5％となっています。 



２ページをご覧ください。保育園等入所児童数についてです。 

４月１日現在の入園児童数は、平成30年度の入園児童から減少が続き、令和３年度も同

様の状況となっています。 

このような状況の中、１歳児については増加しています。 

次に、保育園等の利用の仕組みについてです。 

保育の必要性の認定については、表のとおり３つの区分の認定により行っています。 

１号認定は、お子さんが満３歳以上で幼稚園等での教育を希望される場合、２号認定は

お子さんが満３歳以上で保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望される場

合、３号認定は、お子さんが満３歳未満で保育の必要な事由に該当し、保育所等で保育を

希望される場合となっています。 

１番下の段落ですが、令和３年３月１日現在の入所状況は、１号認定が308名、２号認

定が1068名、３号認定が410名、私的契約児が３名、合計1789名が入所しています。 

年度末に向けて途中入所が増加している状況です。 

３ページをご覧ください。２号、３号認定を受けるための保育の必要な事由ですが、就

労や妊娠出産、求職活動が多い状況となっています。 

次に保育料についてです。 

保育料の設定について、保護者負担の保育料は、子ども・子育て支援法に規定する政令

で定める額を限度として、当市が規定した「茅野市子どものための教育保育給付に関する

利用者負担額を定める条例」で３歳未満児の月額保育料を、さらに「茅野市保育所条例」

で延長保育料の月額の徴収金額を定めています。 

１番下の段落について、先ほどもありましたが令和元年10月から幼児教育、保育の無償

化が実施され、３歳から５歳までの子ども及び、０歳から２歳までの住民税非課税世帯の

子どもについては、保育所及び認定子ども園の利用料が無償となりました。 

４ページをご覧ください。 

（2）の新型コロナウイルス感染防止に伴う登園自粛期間の保育料の返金についてで

す。 

令和２年の４月に緊急事態宣言が発令されたことを受け、登園自粛をしていただきまし

た。 

自粛期間は、令和２年４月７日火曜日から５月30日の土曜日までで、返金した対象児童

数は延べ1812人、合計額で837万9520円を返金しました。 

（3）の保育料の多子軽減等の状況です。 

下の表①は、国基準の多子軽減です。年収360万未満の世帯については、兄弟の年齢に

かかわらず軽減しています。２人目が半額で16人、３人目が無料で11人でした。 

年収360万円以上の世帯についての軽減は５ページで、同時に入所している場合に、２

人目が半額、３人目以降が無料になっています。半額が558人、無料が12人でした。 

続いて、茅野市の多子軽減についてです。国の基準に上乗せして軽減しています。 

年収360万以上の世帯が対象になりますが、第３子以降の子どもが国基準の軽減の対象

とならない場合に保育料を半額に軽減しています。 

国基準が同時入所を条件にしていますが、市の多子軽減の中で同時入所でない場合にお

いても、第３子以降を半額に軽減するというものです。 

その下、第３子以降の子どもが国基準の軽減により半額となる場合に、保育料を半額か

らさらに6000円減免しています。市の多子軽減は合計54人の方を軽減しています。 

③のひとり親世帯等障害児者等対象世帯の軽減状況ですが、表の通り合計30人が軽減の

対象となりました。 

④の保育料無償化に伴う給食費（主食日、副食費）の免除の状況です。 

こちらは３歳以上児が対象で年収が360万円未満の世帯については、すべての子どもに

ついて免除させていただいています。対象者数は257人でした。 

 



年収が360万円以上の世帯については、第３子を軽減し認定の区分にかかわらず、小学

校３年生からのカウントで、第３子について39人の方について免除しました。 

６ページについては、多子軽減等の経過になりますのでご覧ください。 

７ページですが、保育料の未納の状況についてです。最終20ページをご覧ください。令

和２年度、保育料未納額は、現年度が34万2100円、未納額過年度は759万667円という状況

になっています。 

２の給食費の実費徴収金の未納額ですが、２年度の給食費実費徴収金未納額は、現年度

18万180円、過年度が８万1090円という状況でした。 

７ページへ戻ってください。 

この保育料の未納保育料等の未納状況についてですが、負担の公平性を確保するため未

納額の解消に努めてまいります。 

次に特別保育事業の（1）子育て支援についてです。下の段落ですが、園の様々な行事

を通し育児支援や子育て相談を行い、未就児の集いを開催し地域の人材を生かした世代間

交流や、園庭開放などを行い保育園が地域の子育て拠点となり進めています。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の関係で、参加者が大幅に減少しています。 

（２）延長保育事業について、保育短時間利用者は午後４時以降、保育標準時間利用者は

午後６時半以降を延長保育として位置付けています。各園の開所の状況は次のページの表

のとおりになっていますのでご覧ください。 

 

 

次に９ページ（３）の一時保育事業です。 

未就園のお子さんをご家庭で保育している場合に、１週間に何日か仕事に入れたいとき

や冠婚葬祭、育児疲れなど、ご家庭で保育できない期間。一時的に保育園で、お預かりす

る一時保育事業ですが、令和２年度は、宮川第二保育園、小泉保育園の２園で実施しまし

た。こちらの方も新型コロナウイルス感染症の影響で、利用者は減少しています。 

(４)障害児保育事業は、下の２段落目になりますが、令和２年度は障害児64名に対し、

加配保育士51名及び看護師１名を配置して、個別支援を行いました。 

（５）病児、病後児保育事業は、二つ目の段落ですが、令和２年度から市の直営施設とし

て、諏訪中央病院の東側に施設を建設しました。利用定員を６名に増やすとともに、開所

時間を午後６時までに延長し、対象児童を小学校６年生までに拡大して実施しています。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、利用者が大幅に減少している状況

です。 

次に特色ある保育園運営についてです。 

（１）の広域入所についてですが、勤務や里帰り出産等の関係から、住所地以外の市町

村に保育要件のある児童を相互に受け入れを行う広域入所を行っています。 

下の表のとおり受託児童数は、７市町村で12人。委託児童数は６市町村で17人を委託し

ています。 

（２）の保育サポーターについては、児童を取り巻く社会環境は、核家族化により祖父

母と疎遠になるばかりにとどまらず、家庭内においても特に父親と接する時間が少なくな

ってきていることから、園児達のおじいちゃん役となって、保育所の手伝いをするサポー

ター制度を設けています。令和２年度は、サポーターとして13名が活動しました。 

（３）私立保育園との連携についてですが、玉川どんぐり保育園とわかば保育園につい

ては、保育業務について市が委託をしています。 

よこうち認定こども園は、幼保連携認定子ども園として運営し、ちのせいぼ幼稚園は、

幼稚園型認定子ども園として運営しており、市は施設型給付費の負担をしています。 

茅野市の保育の向上のため、私立の保育園認定子ども園と公立保育園が連携を図り、園

長会、保育士研修会や公開保育の参加等、交流を通し互いに刺激し合い、よりよい保育を

目指しているところです。 



（4）１日保育士体験については文中段にもある通り、「ひとそだち」を具体的に推進

するための取り組みの一つとして、保護者が１日保育士体験を通じ我が子が他の子と触れ

合うことで子育ての楽しさや家庭の育児を見直すきっかけとなり、親としての役割や責

任、喜びを感じてもらおうという取り組みになります。 

令和２年度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、体験率は、父親が

20.8％、母親が50.9％となり、父親は増えましたが母親の体験率は減少しています。 

最後12ページをご覧ください。幼保小連携教育についてです。 

幼児期から児童期への育ちと学びが連続的に繋がっていくことを願い、「学びの力」、

「生活する力」、「関わる力」の育成を柱に据え、幼保小の職員連携、保護者連携、異年

齢交流と接続期カリキュラムの四つの取り組みを小学校区ごとに推進しています。 

令和２年度ですが、接続期カリキュラムの検証と改善を重点に据えて、全保育園、認定

子ども園のアプローチカリキュラムの公開や実践発表を行い、カリキュラムの充実と連携

を目指した取り組みを進めてきました。 

以上となります。 

添付の資料については、後程ご覧いただければと思います。 

 

○教育長 

 ご意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

「子育て施設職員の新型コロナウイルスワクチン早期接種の実施について」こども部長

お願いします。 

 

○こども部長 

資料その他４をご覧ください。こちらは健康福祉部のプレスリリース７月14日付のもの

になります。子育て施設の職員についてコロナウイルスワクチンを早期接種するというこ

とで実施をしています。 

対象者ですが、市内の小中学校の教職員、市内公立、私立の保育園等の保育士、また学

童クラブ職員、調理員こども館職員等で約1200名対象者ということで、ゴールデンウイー

クにPCR検査を実施した対象者を網羅するものです。 

日程については、７月下旬からとしています。 

 

また接種場所については、市の指定医療機関ということで、校医等を中心にご協力をい

ただいているという状況です。 

夏休み中に、できれば接種を終えたいと考えておりますが、医療機関等の一般の方の接

種も並行して行っていますので、そちらの方にも影響のないような形で進めているという

状況ですのでご承知ください。 

 

○教育長 

 質問・ご意見ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

 



○教育長 

とにかく保護者の方が安心して預けられるという点でも、夏休み中に接種できたらいい

なと思います。 

次に、「通学路における緊急合同点検について」学校教育課お願いします。 

 

○学校教育課長 

資料その他５をご覧ください。 

千葉県で起きました事故を受け、７月９日付けで文部科学省から通知があり、通学路に

おける合同点検の実施の依頼がありました。 

この依頼は県に出ましたが、県から７月15日付で合同提供の実施についてということで

依頼が出ています。 

通学路の危険箇所については、年度初めに各学校で通学の危険箇所の点検をしています

が、今回、新たな観点で点検をするということで、見通しのよい道路や幹線道路抜け道に

なっている道路等、車の速度がありやすい箇所、大型車の侵入が多い箇所、過去に事故に

至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所、保護者見守り活動者、地域住民等から市

町村への改善要請があった箇所というようなものを新たな視点として加えて点検するとい

うことで依頼が出ています。 

お手元の実施要領に基づいて茅野市においても点検を行いますが、今のところ予定とし

まして現在各小中学校に新たな視点について検討し、洗い出しをしていただいて８月の中

旬過ぎ頃までに市へ報告をいただくような予定になっています。 

市で取りまとめ、市の都市建設部等々情報共有する中で、学校、PTA、道路管理者、警

察等で、各学校に合同点検を行い10月末までに行うような予定で今準備をしています。 

 

詳しい内容、ご意見等につきましては、５日の総合教育会議の中でお示しし、またご意

見等をお出しいただければと思います。同会議には、都市建設部の部長も出席をしますの

で、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

○教育長 

質問ご意見ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

５日まで日はありますので、意見あったらお願いします。５日には都市建設部の方も来

て、さらに詳しい説明申し上げたいと思います。 

それでは他に連絡事項等ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

それでは事務局お願いします。 

 

○教育総務係長 

次回８月の予定を報告させていただきます。 

定例教育委員会を８月24日の火曜日、午後１時30分から701、702会議室で行います。 



事務局会議については、８月の10日火曜日、午前９時から702会議室の方で実施しま

す。 

以上です。 

 

○教育長 

以上で７月定例会終わりにいたします。 
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